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　人権擁護委員は、各市町村で地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決
のお手伝いや人権侵害の被害者を救済するほか、人権に関心を持ってもらえ
るような活動などを行っています。
　４月１日付けで次の方が委嘱されました。任期は３年です。（敬称略）
◎櫻井一成（再任）　◎増田弘子（再任）　
■問市民相談課☎481－7032

任期／６月～令和５年３月（各年５回程度）　
■対18歳以上の方※詳細は市■HP参照　
■申履歴書と小論文（テーマ「ごみ減量とリサイクルの推進に対するあなたの
考え方」、800～1200字。様式自由）を５月６日㈭（必着）までに郵送、持参
（ごみ対策課窓口も可（市役所２階））またはＥメールで〒182－0031野水２
－１－１クリーンセンター■Ｅgomitai@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
■問ごみ対策課☎042－306－8781

■日５月16日㈰午後２時～　
■内令和３年第１回調布市議会定例会一般会計予算について（総務・文教・厚
生・建設の４常任委員会からの報告）､ 外環道路工事に伴う陥没・空洞につ
いて､ 市民からの意見・要望への回答など
■他オンラインで開催（録画放送を後日視聴可）｡ 調布市議会議会
中継■HP（右記２次元コードからアクセス可）で視聴可｡ 手話通訳
あり
●市民からの質問受け付け／郵送、ＥメールまたはFAXで４月30日㈮までに
〒182－8511調布市議会事務局 481－5119・■Ｅgikai@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
■問調布市議会事務局☎481－7291

　７月４日㈰執行予定の東京都議会議員選挙（北多摩第三選挙区）の立候補
手続きなどの説明会を開催します。
■日５月19日㈬午後２時～　
■所文化会館たづくり８階映像シアター
■持筆記用具　
■問選挙管理委員会事務局☎481－7381

調布市人権擁護委員を委嘱

調布市一般廃棄物処理基本計画策定委員会の
委員募集

議会報告会～開かれた議会をめざして～

東京都議会議員選挙（北多摩第三選挙区）
立候補予定者説明会

審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴

令和３年度第１回調布市社会教育委員の会議
■日５月11日㈫午後３時～５時（受付２時45分～）　■所教育会館３階301研修室
■定当日先着５人　■申当日直接会場へ　
■問社会教育課☎481－7488

調布市総合計画策定に向けて 　市のまちづくりの指針となる調布市総合計画（基本構想・基本計画）が令
和４年度で10年間の計画期間の最終年度を迎えるため、令和５年度からの新
たな総合計画策定に向けた検討を進めています。

　このたび、策定方針案をまとめましたので、皆さんのご意見を募集します。
意見の提出（案の公開）期間／４月26日㈪～５月31日㈪　
案の公開場所／企画経営課（市役所５階）、公文書資料室（市役所４階）、神代出張所、
文化会館たづくり11階みんなの広場、市民活動支援センター（市民プラザあくろす
２階）、各図書館・公民館・地域福祉センター（染地を除く）、教育会館、市■HP
意見の提出方法／住所、氏名、意見を明記し、直接（土・日曜日、祝日を除く）ま
たは郵送・FAX・Ｅメールで５月31日㈪（必着）までに問い合わせ先へ※各公共施
設の意見提出箱にも提出可　
提出意見と市の考え方の公表／６月末頃に市■HPなどでお知らせ

　市民の皆さんと市の協働による検討組織である「調布市基本構想策定推進
市民会議」の市民委員を募集します。
■対市内在住・在勤・在学者　
■定25人（多数抽選）
■申申込書（市■HPから印刷可。企画経営課で配布）に必要事項を記入し、４月
26日㈪～５月31日㈪（必着）に直接、郵送、ＥメールまたはFAXで問い合わ
せ先へ

■問〒182－8511市役所５階企画経営課　☎481－7368・ 485－0741・
■Ｅkihonkeikaku@w2.city.chofu.tokyo.jp

（仮称）第６次調布市総合計画策定方針（案） 調布市基本構想策定推進市民会議の市民委員募集パブリック・
コメント

　感染拡大防止を徹底するために、市の施設の利用制限や、イベントの開催制限を
行います。ご理解・ご協力をお願いします。
※最新の情報は市■HP（右記２次元コードからアクセス可）参照
■期原則５月11日㈫まで
※まん延防止等重点措置の延長などにより変更する場合あり

都のまん延防止等重点措置を受けた
市の施設・イベントの対応

■問新型コロナウイルス感染症対策担当☎481－7233

基本的な感染防止対策の徹底を

感染リスクを下げながら楽しむ工夫を（会食ルールの徹底）

●一部イベントの中止・延期　
●開催条件の厳格化（収容定員の50％以下、飲食の制限など）
●調布駅前広場のイベントスペースとしての貸し出しを休止

●公共施設の利用を午後８時で終了するよう利用者に協力を要請
●一部施設の休館・休業　
●利用人数の制限

●マスクの着用と咳エチケット
●身体的距離（最低１ｍ）を確保
●３つの密（密閉・密集・密接）を避ける
●集まりは、少人数・短時間に
●目、鼻、口などウイルスが入る部位にできるだ
け触れない
●手洗い・アルコール消毒の徹底と共用部分の清
掃・消毒

●換気が良く、座席間の距離も十分で、適切な大き
さのアクリル板が設置され、混雑していない店を
選択する　
●食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さない。
会話をする時はマスクを着用する　
●メンバーは家族か、いつも一緒にいる４人まで

施設の利用制限など

イベントの開催制限など


